
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年４月１日

茅ヶ崎市教育委員会教育長 竹 内 清

茅ヶ崎市教育委員会規則第１号

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例施行規則（平成１４年茅ヶ崎市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する

。

第５条中「次に掲げる場合」を「懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑

の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留

置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条

の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合」に改め、同条各号を削

る。

「

円 円

５，６９１ １３，２０７

６，１９４ １４，４１０

６，５７４ １７，０６７

６，７８２ １９，４５７

７，１３９ ２１，２５８

別表第１中 を
７，２１２ ２２，４４４

７，１０９ ２４，６２５

６，６９８ ２４，８６３

５，６５１ ２１，２４５

３，９８０ １５，８２７

３，９８０ １３，２０７

」

「

円 円

５，８７２ １３，４４２



６，３８０ １４，８４２

６，７１２ １７，６１９

７，０７８ ２０，６４９

７，２６８ ２１，９７１

に改める。
７，４３３ ２２，８８６

７，２９０ ２４，９１６

６，９７５ ２５，３８５

５，８６０ ２１，３１４

４，０６０ １６，０７５

４，０６０ １３，４４２

」

別表第５を次のように改める。

別表第５（第２４条、附則第２項、第３項、第７項関係）

期間の区分 医師、歯科医 ５年未満 ５年以上 １０年以 １５年以 ２０年以 ２５年以

師又は薬剤師 １０年未 上１５年 上２０年 上２５年 上

としての経験 満 未満 未満 未満

年数

平成２年１０月 学校医及び学 １．４１ １．３８ １．３２ １．２３ １．１３ １．０７

１日から平成３ 校歯科医の率

年３月３１日ま

で 学校薬剤師の １．６４ １．５３ １．３６ １．２９ １．２１ １．１１

率

平成３年４月１ 学校医及び学 １．２６ １．３３ １．２７ １．１９ １．１０ １．０４

日から平成４年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．４５ １．４６ １．３１ １．２５ １．１７ １．０７

率

平成４年４月１ 学校医及び学 １．１９ １．２７ １．２２ １．１５ １．０７ １．０１

日から平成５年 校歯科医の率



３月３１日まで

学校薬剤師の １．３５ １．３６ １．２４ １．１９ １．１３ １．０４

率

平成５年４月１ 学校医及び学 １．１４ １．２３ １．１９ １．１２ １．０４ ０．９９

日から平成６年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．２８ １．３１ １．２０ １．１６ １．１０ １．０２

率

平成６年４月１ 学校医及び学 １．１１ １．２０ １．１６ １．１０ １．０２ ０．９７

日から平成７年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．２６ １．２８ １．１８ １．１４ １．０８ １．００

率

平成７年４月１ 学校医及び学 １．１０ １．１９ １．１５ １．０８ １．０１ ０．９６

日から平成８年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．２４ １．２６ １．１６ １．１２ １．０７ ０．９９

率

平成８年４月１ 学校医及び学 １．１２ １．０８ １．０４ ０．９７ ０．９３ ０．９０

日から平成９年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．２６ １．２２ １．１５ １．１０ １．０４ ０．９７

率

平成９年４月１ 学校医及び学 １．１１ １．０６ １．０２ ０．９６ ０．９２ ０．９０

日から平成１０ 校歯科医の率

年３月３１日ま

で 学校薬剤師の １．２４ １．２０ １．１３ １．０９ １．０３ ０．９６

率

平成１０年４月 学校医及び学 １．１０ １．０５ １．０１ ０．９５ ０．９１ ０．８９

１日から平成１ 校歯科医の率

１年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２４ １．１９ １．１２ １．０８ １．０２ ０．９５

率

平成１１年４月 学校医及び学 １．０９ １．０４ １．０１ ０．９５ ０．９１ ０．８９

１日から平成１ 校歯科医の率

２年３月３１日



まで 学校薬剤師の １．２３ １．１８ １．１１ １．０７ １．０２ ０．９５

率

平成１２年４月 学校医及び学 １．０９ １．０４ １．０１ ０．９５ ０．９１ ０．８９

１日から平成１ 校歯科医の率

３年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２３ １．１８ １．１１ １．０７ １．０２ ０．９５

率

平成１３年４月 学校医及び学 １．０９ １．０４ １．０１ ０．９５ ０．９１ ０．８９

１日から平成１ 校歯科医の率

４年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２３ １．１８ １．１１ １．０７ １．０２ ０．９５

率

平成１４年４月 学校医及び学 １．０９ １．０４ １．０１ ０．９５ ０．９１ ０．８９

１日から平成１ 校歯科医の率

５年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２３ １．１８ １．１１ １．０７ １．０２ ０．９５

率

平成１５年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ ０．９８ ０．９７ ０．９３ ０．９１

１日から平成１ 校歯科医の率

６年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２６ １．２１ １．１０ １．０９ １．０４ ０．９７

率

平成１６年４月 学校医及び学 １．１２ １．０８ ０．９９ ０．９８ ０．９４ ０．９２

１日から平成１ 校歯科医の率

７年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２６ １．２２ １．１１ １．１０ １．０５ ０．９８

率

平成１７年４月 学校医及び学 １．１２ １．０８ ０．９９ ０．９８ ０．９４ ０．９２

１日から平成１ 校歯科医の率

８年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２６ １．２２ １．１１ １．１０ １．０５ ０．９８

率

平成１８年４月 学校医及び学 １．１２ １．０８ ０．９９ ０．９８ ０．９４ ０．９２

１日から平成１ 校歯科医の率

９年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２６ １．２２ １．１１ １．０９ １．０５ ０．９８



率

平成１９年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

０年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２５ １．２１ １．１１ １．０９ １．０５ １．０１

率

平成２０年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

１年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２５ １．２１ １．１１ １．０９ １．０５ １．０１

率

平成２１年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

２年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２５ １．２１ １．１１ １．０９ １．０５ １．０１

率

平成２２年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

３年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２５ １．２１ １．１１ １．０９ １．０６ １．０１

率

平成２３年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

４年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．２５ １．２１ １．１１ １．０９ １．０６ １．０２

率

平成２４年４月 学校医及び学 １．１７ １．１３ １．１３ １．１４ １．１３ １．１２

１日から平成２ 校歯科医の率

５年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．３１ １．３１ １．２０ １．１８ １．１５ １．１０

率

平成２５年４月 学校医及び学 １．１７ １．１３ １．１３ １．１４ １．１３ １．１２

１日から平成２ 校歯科医の率

６年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．３１ １．３１ １．２０ １．１８ １．１５ １．１０

率



平成２６年４月 学校医及び学 １．１１ １．０７ １．０４ １．０３ １．０２ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

７年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．１１ １．０７ １．０２ １．００ ０．９９ ０．９９

率

平成２７年４月 学校医及び学 １．１０ １．０７ １．０４ １．０２ １．０１ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

８年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．１０ １．０７ １．０４ １．０２ １．０１ １．０１

率

平成２８年４月 学校医及び学 １．０９ １．０６ １．０３ １．０２ １．０１ １．０１

１日から平成２ 校歯科医の率

９年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．０８ １．０６ １．０３ １．０１ １．０１ １．０１

率

平成２９年４月 学校医及び学 １．０８ １．０５ １．０３ １．０１ １．０１ １．０１

１日から平成３ 校歯科医の率

０年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．０８ １．０５ １．０３ １．０１ １．０１ １．０１

率

平成３０年４月 学校医及び学 １．０７ １．０５ １．０３ １．０１ １．０１ １．０１

１日から平成３ 校歯科医の率

１年３月３１日

まで 学校薬剤師の １．０７ １．０５ １．０３ １．０１ １．０１ １．００

率

平成３１年４月 学校医及び学 １．０７ １．０４ １．０２ １．０１ １．０１ １．００

１日から令和２ 校歯科医の率

年３月３１日ま

で 学校薬剤師の １．０７ １．０４ １．０２ １．０１ １．００ １．００

率

令和２年４月１ 学校医及び学 １．０６ １．０３ １．０２ １．０１ １．０１ １．００

日から令和３年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．０６ １．０４ １．０２ １．０１ １．００ １．００

率



令和３年４月１ 学校医及び学 １．０６ １．０３ １．０２ １．０１ １．０１ １．００

日から令和４年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．０６ １．０４ １．０２ １．０１ １．００ １．００

率

令和４年４月１ 学校医及び学 １．０６ １．０３ １．０２ １．０１ １．０１ １．００

日から令和５年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．０６ １．０４ １．０２ １．０１ １．００ １．００

率

令和５年４月１ 学校医及び学 １．０４ １．０２ １．０２ １．０１ １．０１ １．００

日から令和６年 校歯科医の率

３月３１日まで

学校薬剤師の １．０４ １．０３ １．０２ １．０１ １．００ １．００

率

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の別表第１の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支

給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに施行日前に支給すべ

き事由が生じた年金たる補償で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額に

ついて適用する。

３ 改正後の別表第５の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は

障害補償年金差額一時金の額の計算における平成２年１０月から令和６年３月までの分と

して支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成２年１０月１日から令和

６年３月３１日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償

年金前払一時金の額について適用する。


